
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

■鍵の取替え（破損、
紛失のない場合） 
⇒貸主負担 

※入居者交代に伴う
管理上の問題であ
る。 

 

１ 貸主負担の一般的例示 

■居室全体 
専門業者による全体のハウスクリーニング
⇒貸主負担 
※借主が通常の清掃を実施している場合
は、次の入居者確保のためと考えられる。 

 

■台所、トイレ等の
消毒（賃借人の管
理の範囲を超えて
いる場合） 
⇒貸主負担 

 

■壁・天井（クロス）テレ
ビ、冷蔵庫等の後部壁面
の黒ずみ（電気ヤケ） 
⇒貸主負担 

※テレビ冷蔵庫等は日常
必需品であり、通常の
使用の範囲と考えられ
る 

■壁・天井（クロス） 
のタバコのヤニ 
（クリーニングで除去
できる程度のもの） 
⇒貸主負担 

■壁・天井（クロス） 
画鋲、ピン等の穴 
（下地ボードの張
替えが不要な程
度） 
⇒貸主負担 

 

■畳の裏返し、表替 
 え 

（破損等はないが
次の入居者確保の
ため行う場合） 
⇒貸主負担 

 

■網戸の張替え  
（破損等はないが次の

入居者確保のため行
う場合） 
⇒貸主負担 
 

 

■床（畳・フローリング・
カーペット） 
家具の設置によるへこ
み、設置跡 
⇒貸主負担 

※家具保有台数の多い日
本ではその設置は必然
的なものである。 

■浴槽、風呂釜等の
取替え（破損等は
ないが次の入居者
確保のため行う場
合） 
⇒貸主負担 

 

■床（畳・フローリン
グ・カーペット） 
変色、色落ち 

（日照、建物構造欠
陥による雨漏り等で
生じた場合） 
⇒貸主負担 

■床（畳・フローリ
ング・カーペット） 
冷蔵庫下のサビ跡 
（拭き掃除で除去
できる程度） 

■壁（クロス） 
賃借人のｴｱｺﾝ設置によ
る壁のビス穴、跡 
⇒貸主負担 
※ｴｱｺﾝは日常必需品で
あり、通常の使用の範
囲と考えられる 

参考 

※以下は、一般的な費用負担の考え方を例示したものですが、損耗の程度によっては異なる場合があります。 



      

      

 

 

 

        

  

■床（畳・フローリング等） 
飲み物等をこぼしたこと
によるシミやカビ（飲み物
等をこぼしたときに、すぐ
拭き取る等の適当な処置
をしなかった場合） 
⇒借主負担 

 

■ペットによる柱等のキズ 
⇒借主負担 
※ペット飼育はいまだ一
般的でなく、ペットの躾
の問題である。 

 

■壁・天井（クロス） 
結露の放置により拡大した
カビ、シミ、腐食 
⇒借主負担 

※結露が生じた場合、これ 
を拭き取る等の手入れが借
主に求められる。 

■壁等のくぎ穴、ネジ穴 
（下地ボードの張替えが

必要な程度） 
⇒借主負担 

 

■壁・天井（クロス） 
たばこのヤニ 
（クリーニングでは
除去できない程度の
もの） 
⇒借主負担 

 

■床（畳・フローリング・
カーペット） 
変色、色落ち 
（借主の不注意で雨が吹
き込んだ為発生した場
合） 
⇒借主負担 

■床（畳・フローリ
ング等） 
冷蔵庫下のサビ跡 
（サビを放置し、
床に汚損等が発生
した場合） 
⇒借主負担 

■床（畳・フローリング・カーペッ
ト） 
引越作業で生じた引っかきキズ 
⇒借主負担 
※借主の過失等に当たる場合が

多い 

 

■台所の油汚れ 
（手入れが悪くスス
や油が付着している
場合） 
⇒借主負担 

 

■ 風呂等の水垢、カビ等 
（使用期間中、清掃・手入れ
を怠ったために生じた場合） 

⇒借主負担 

■ガスコンロ置き場、換気扇
等の油汚れ、スス（使用期
間中、清掃・手入れを怠っ
たため生じた場合） 
⇒借主負担 

 

※ 国土交通省「『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン（改訂版）』別表 1 損耗・毀損 

 の事例区分（部位別）一覧表」を参考に、７ページの「Ⅱ契約の終了に伴う原状回復義務

の考え方」を踏まえ作成したものです。なお、同ガイドラインでは、通常損耗・経年変化

の補修費用については、賃料に含まれていることとされていますが、便宜上、「貸主負担」

と表記しています。 

２ 借主負担の一般的例示 


